
証券コード 4814
2026年６月10日

株主のみなさまへ
大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号

代表取締役社長 豊 田 崇 克

第36期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第36期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第36期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し
ております。

当社ウェブサイト
https://www.nextware.co.jp/ir/stock_connection/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード「4814」を入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

お手数ながら30ページ以降の株主総会参考書類をご検討いただき、2026年６月25日
（木曜日）午後６時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬具
記

1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時30分（受付開始10時）

2. 場 所 大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪 ２階 燦の間
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第36期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第36期（同上）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役８名選任の件

第２号議案 会計監査人選任の件
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4. 議 決 権 行 使 に つ い て

【郵送（書面）による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、上記の行使期限までに到着するよう

ご返送ください。議決権行使書面において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
【インターネットによる議決権行使の場合】

議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、
同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」を
ご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎書面又は電磁的方法により事前に議決権を行使することができますが、当日ご出席の場合は、
事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱いますので、あらかじめご留意願います。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、お送
りする書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象
書類を監査しております。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用
状況の概要」

・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

◎本定時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本定時株
主総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
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議決権行使のご案内

議決権行使の方法は、以下の方法がございます。30ページ以降の株主総会参考書類を

ご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

１．議決権の行使方法について

インターネットにて行使の場合【推奨】

当 社 の 指 定 す る 議 決 権 行 使 サ イ ト
（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスいただき、議案
に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2026年６月25日（木曜日）午後６時まで

書面にて行使の場合【推奨】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のう
え、ご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛
否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年６月25日（木曜日）午後６時到着

株主総会にご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年６月26日（金曜日）午前10時半

２．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

⑴ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネ

ットによる議決権行使を有効とさせていただきます。

⑵ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使

された内容を有効とさせていただきます。
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議決権行使書副票（右側）

「ログイン用ＱＲ
コード」はこちら

入力後、｢ログイン｣をクリック

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権をご行使される場合は、2026年６月25日（木曜日）午後６時までに、

パソコン、スマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内

に従ってご行使いただきますようお願いいたします。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の

郵送又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

ＱＲコードを読み取る方法

スマートフォンでＱＲコードを読み取って

いただくことで、ログインＩＤ・パスワードの

入力が不要になります。

１. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された

「ログイン用ＱＲコード」を読み取ってください。

２. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力

ください。

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ログインＩＤ・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト

（https://evote.tr.mufg.jp/）

１. パソコン、スマートフォンから上記の議決権

行使サイトにアクセスしてください。

２. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された

「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご入力ください。

３. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

■インターネットによる議決権行使の場合の注意点

(1)インターネットによる議決権行使は、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱い

を休止します。

(2)パソコン、スマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使

用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきま

しては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

(3)パソコン、スマートフォンによる、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するイン

ターネット接続料・通信料等は、株主様のご負担となります。

システム等に関する

お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（通話料無料）受付時間 午前９時～午後９時
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事 業 報 告
(2025年４月１日から2026年３月31日まで)

株主のみなさま、2025年度につきましては、弊社への格別のご支援、ご協力を賜り

まして誠にありがとうございました。ここに、その事業の概要についてご報告いたし

ます。

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国経済は、緩やかな回復基調が続く一方、中東情

勢の動向等、先行きに対する不確実性には引き続き注視が必要な状況にあります。

当社グループが所属する情報サービス産業では、DX（デジタルトランスフォー

メーション）関連の需要が堅調に推移する一方、既存システムの老朽化やIT人材

の不足が顕在化し、IT基盤の再構築や人材戦略の強化が求められています。また、

AIを活用したAX（AIトランスフォーメーション）への関心が高まる中、シャドー

AIやランサムウェア対応を含む情報セキュリティ・ガバナンスへの対応も重要性

を増しております。

当社グループでは、ソリューション事業において、DX・AX領域における中長期

的な成長を見据えた戦略的投資を継続し、次世代AIをはじめとする先端技術を活

用した新たなソリューションの開発・提供に注力しております。エンターテイン

メント事業においては、株式会社OSK日本歌劇団のブランド力を活かし、全国公演

の拡充やコンテンツの二次利用の強化を通じて、安定的な収益基盤の確立を目指

しております。

これらの取り組みのもと、当連結会計年度における業績は、ソリューション事

業において、企業のIT投資がクラウド・次世代AI領域へシフトする中、従来型シ

ステム開発の需要減少の影響を受けたことに加え、エンターテインメント事業に

おいて、大阪・関西万博関連イベントへの多数出演により高採算の自主公演数が

減少したことや、全国巡業公演の公演期間・公演回数が都市圏公演に比べて相対

的に短かったことなどにより、チケット販売が前年同期を下回り、売上高が減少

いたしました。

損益面では、ソリューション事業における次世代AI分野の技術力強化を目的と

した人材育成や採用活動の推進、新規次世代AIソリューション創出に係る研究開

発費の計上など、成長に向けた戦略的投資に伴う費用が増加いたしました。加え

て、エンターテインメント事業における高採算の自主公演数の減少や一部資産の

評価見直しに伴う費用の売上原価計上なども影響し、営業損失となりました。

また、固定資産及び投資有価証券について、将来の回収可能性等を慎重に検討

した結果、特別損失として投資有価証券評価損及び減損損失を計上いたしました。
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これらの結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高2,875百万

円（前年同期比4.5%減）、営業損失282百万円（前年同期は75百万円の損失）、経常

損失268百万円（前年同期は77百万円の損失）、親会社株主に帰属する当期純損失

462百万円（前年同期は105百万円の損失）となりました。

当社は、今回の特別損失計上を今後の成長に向けた事業構造転換の重要な節目

と位置付けております。従来事業について収益性、成長性及び資本効率の観点か

ら見直しを進め、次世代AI活用を中心とした事業構造へ転換することにより、収

益性の改善と早期黒字回復を目指してまいります。なお、今回の特別損失は既に

保有している資産の評価見直しに伴うものであり、新たなキャッシュアウトを伴

うものではございません。財務安全性の指標である自己資本比率は72.6％となり、

引き続き高水準で推移しております。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① ソリューション事業

市場環境につきましては、自社保有型システムのクラウドシフトが引き続き進

展するとともに、次世代AI技術の急速な進歩とマーケット拡大を背景として、情

報システムの在り方そのものが大きな変革期を迎えております。特に、シャドー

AIやランサムウェア攻撃への対応など運用・管理面でも新たな課題が顕在化し、

次世代AIを含む多面的な技術提案の重要性が高まっております。

当社グループでは、顧客の需要変化を捉え、各企業の情報ガバナンス方針や業

務特性に即した提案及びソリューションの提供・運用支援に取り組むとともに、

DX・次世代AI関連事業へのリソースシフトを積極的に推進しております。

具体的には、AIカメラによる顔認証分野において、流通小売業界、建設現場、

高セキュリティ施設等のニーズに沿った認証サービスを、インテグレーション技

術等の強みを活かし堅調に納入事例を増加させました。また、次世代AIを活用し

た設備の異常予兆検知サービスにおいても、技能精通者の高齢化や人材不足を背

景とした業務知識継承支援のニーズに応えるべく取り組みを進めてまいりました。

さらに、ドローン点検分野では暗所狭所の地下坑道空間における実証検証で良好

な結果を得るなど商用化に向けた技術的裏付けを進展させたほか、防災・道路・

インフラ保全領域において意思決定支援及び運用自動化を中核とするプラットフ

ォーム型AIソリューションへの転換を推進してまいりました。

一方、業績面では、次世代AIの登場により従来型システム開発市場が急速に縮

小した影響を受け、前年同期比で減収となりました。これに対し、開発環境のク

ラウド基盤への移行、次世代AI分野の人材の採用・育成、新規次世代AIソリュー

ション創出に係る研究開発費の計上など、成長に向けた戦略的投資を推進したこ

と等により費用が増加し、損失となりました。

これらの結果、当連結会計年度のソリューション事業の売上高は2,258百万円
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（前年同期比5.1%減）となり、セグメント損失は208百万円（前年同期は78百万円

の損失）となりました。

今後は、重点投資分野として、自動・自律飛行制御によるドローン点検分野の

事業化や次世代AIによる設備の異常予兆検知サービスの高度化を推進するととも

に、次世代エージェンティックAIの開発プロセスへの適用による標準化・仕組み

化を促進し、次世代AIソリューション時代における情報ガバナンス提案・受注を

強化してまいります。

② エンターテインメント事業

連結子会社の株式会社OSK日本歌劇団は、2025年4月開催の大阪・関西万博関連

イベントへの出演に加え、英国・マンチェスター公演への出演や全国各地での巡

業公演等を通じて、国内外でレビューショーを披露し、ブランド力の向上と市場

展開に取り組んでまいりました。

業績面では、大阪・関西万博関連イベントへの多数出演により高採算の自主公

演数が減少したことに加え、全国巡業公演の公演期間・公演回数が都市圏公演に

比べて相対的に短かったことなどから、チケット販売は前年同期を下回りました。

さらに、一部資産の評価見直しに伴う費用を売上原価に計上したこと等も影響し、

減収減益となりました。

一方で、メディア露出の拡大や企業向けレビューショーの展開強化等のマーケ

ティング活動を積極的に実施し、集客・契約機会の創出につなげるとともに、全

国巡業公演の継続により新規市場の開拓と顧客層の拡大を進めております。また、

株主優待制度も、新規顧客および協賛企業の獲得に引き続き寄与しております。

これらの結果、当連結会計年度のエンターテインメント事業の売上高は617百万

円（前年同期比1.9%減）、セグメント損失は72百万円（前年同期は２百万円の利

益）となりました。

(2) 資金調達の状況

当連結会計年度において新たな資金調達はございません。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資総額は72百万円であり、その主なものはソ

リューション事業における情報関連機器およびエンターテインメント事業におけ

る映像制作、公演コンテンツ制作関連の投資であります。
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(4) 企業集団の財産および損益の状況の推移 (単位：千円)

区 分
第 33 期

(2023年３月期)
第 34 期

(2024年３月期)
第 35 期

(2025年３月期)

第 36 期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

売 上 高 2,890,662 2,820,221 3,009,759 2,875,675

経常利益又は経常損失（△） 36,138 △128,324 △77,724 △268,568

親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△） 11,656 △161,749 △105,947 △462,562

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）
（円）

0.92 △12.73 △8.34 △36.40

総 資 産 1,837,901 1,687,849 1,546,199 1,047,311

純 資 産 1,515,750 1,328,588 1,222,641 760,078

(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は、期中平均株式数に基づき算定しております。
また、期中平均株式数については、自己株式を控除した株式数を用いております。

(5) 対処すべき課題

当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上を通じて社会に貢献するため、

対処すべき課題として次のとおり取組んでまいります。

① 技術投資と調査研究

お客様のニーズに的確に応えるため、先進的な技術領域への先行投資や調査

研究、またパートナー企業との積極的な共同開発を通じて、高い技術力とス

ピーディーなサービスの提供に努めてまいります。

② 収益性の改善

当社グループが属するIT業界におきましては、イノベーションがもたらす先

進性がゆえに一定の割合でプロジェクト収益性の低下が見られます。当社グ

ループは、お客様への的確な業務改善の提案とシステム化手順の明示、また

効率的な開発手法によって収益性の向上に取り組んでまいります。

③ 優秀な人材の確保

当社グループは、持続的な企業の成長を実現するためには優秀な人材が生み

出す多様なイノベーションが有効な手段であると考えております。そのため

当社グループは、積極的な採用活動や個々の能力に応じた教育研修を通じ

て、優秀かつユニークな人材の育成に注力してまいります。
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④ 観劇者数の拡大とブランド力の向上

当社グループは、良質なコンテンツを提供するためには、劇団の知名度を高

めて新たなファンを継続して獲得することが重要であると認識しておりま

す。常に変化するお客様の嗜好を的確に捉え、伝統を活かしながらもITを活

用するデジタルコンテンツの制作や、グローバルな地域への進出、またデー

タサイエンスに基づく積極的な商品開発に取り組むなど多くのファンを魅了

することで観劇者数を拡大してまいります。

⑤ 内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの推進

当社グループは、管理機能の集約によるコストの削減、財務報告の信頼性の

確保、事業活動に関わる法令等の遵守ならびに資産の保全を目的に、内部管

理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの推進に努めてまいります。

株主のみなさまにおかれましては、今後ともなお一層のご指導、ご鞭撻を賜り

ますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

(6) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

株式会社システムシンク 32,000千円 100％
気象情報・土砂災害情報等
の防災関連システムの設
計・開発および運用支援

株式会社OSK日本歌劇団 55,050千円 100％
歌劇の企画・興行およびデ
ジタルコンテンツの開発・
配信サービス

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

① ソリューション事業

AI・クラウド・セキュリティを基盤としたソリューションの提供ならびに、

ITシステムのコンサルティング、設計、開発および運用・保守サービスの提

供

② エンターテインメント事業

株式会社OSK日本歌劇団による歌劇の企画・興行およびデジタルコンテンツ

の開発・配信サービスの提供
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(8) 主要な営業所

名 称 所 在 地

（当 社）

本 社 大 阪 市 中 央 区 北 久 宝 寺 町 四 丁 目 ３ 番 11 号

東 京 オ フ ィ ス 東 京 都 港 区 南 麻 布 五 丁 目 ２ 番 32 号

名 古 屋 オ フ ィ ス 名 古 屋 市 中 区 錦 二 丁 目 12 番 14 号

（子 会 社）

株 式 会 社 シ ス テ ム シ ン ク 東 京 都 港 区 南 麻 布 五 丁 目 ２ 番 32 号

株 式 会 社 OSK 日 本 歌 劇 団 大 阪 市 中 央 区 北 久 宝 寺 町 四 丁 目 ３ 番 11 号

(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

224名 23名増

(10) 主要な借入先

該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 30,480,000株

(2) 発行済株式の総数 12,706,503株（自己株式308,719株を除く)

(3) 株 主 数 6,652名（前期末比2,139名増)

(4) 大株主の状況(上位10名)

株 主 名
持 株 数

(株)
持 株 比 率

(％)

豊 田 崇 克 1,042,200 8.20

有 限 会 社 テ ィ ・ エ ヌ ・ ヴ ィ 882,300 6.94

ネ ク ス ト ウ ェ ア 従 業 員 持 株 会 636,300 5.01

株 式 会 社 サ ン テ ッ ク 497,800 3.92

楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 342,500 2.70

一 般 社 団 法 人 大 阪 歌 劇 振 興 協 会 255,681 2.01

ア セ ッ ト シ ス テ ム 株 式 会 社 222,400 1.75

田 英 樹 205,100 1.61

ネ ク ス ト ウ ェ ア 取 引 先 持 株 会 165,400 1.30

ＢＡＲＣＬＡＹＳ ＣＡＰＩＴＡＬ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 147,900 1.16

(注) 当社は、自己株式308,719株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 役員が保有している新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 豊 田 崇 克 ㈱システムシンク代表取締役社長
㈱OSK日本歌劇団代表取締役社長
(一社)ソフトウェア協会副会長

取 締 役 渡 邉 博 和 執行役員管理本部長
㈱システムシンク取締役
㈱OSK日本歌劇団取締役

取 締 役 梶 原 義 浩 執行役員ビジネスイノベーション本部長
㈱システムシンク取締役

取 締 役 山 口 能 孝 公認会計士
税理士法人堂島会計事務所代表社員

取 締 役 泉 秀 昭 弁護士
大阪吉野いずみ法律事務所代表

取 締 役 多 田 理 ワークスアイディ㈱顧問
㈱OSK日本歌劇団取締役

監査役（常 勤) 松 井 隆 佳

監 査 役 細 川 雄 介 税理士
細川雄介税理士事務所
㈱システムシンク監査役
㈱OSK日本歌劇団監査役

監 査 役 岡 庄 吾 税理士・公認会計士
岡庄吾公認会計士事務所
岡庄吾税理士事務所
㈲アイブレイン代表取締役
エレコム㈱監査役

(注) 1. 取締役 泉秀昭氏および多田理氏は社外取締役であります。
2. 当社は、取締役 泉秀昭氏および多田理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同証券取引所に届け出ております。
3. 監査役 松井隆佳、細川雄介および岡庄吾の各氏は社外監査役であります。
4. 監査役 細川雄介氏は税理士の資格を、また、岡庄吾氏は税理士および公認会計士の資格

を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 藤内健吉

氏を選任しております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役および社外監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を

限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定

する最低責任限度額であります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、取締役、監査役、執行役員および管理職従業員を

被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ

＆Ｏ保険）を締結しております。

当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為（不作為

を含みます。）に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた

ことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなり、

被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。

(4) 取締役および監査役に対する報酬等

① 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項

以下の決定方針については、2021年１月25日開催の取締役会決議により定めら

れております。

１．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとし

て十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬

の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として

おります。

２．基本報酬

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経営能力、

在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度、従業員給与の水準等を考

慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長豊田崇克

がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、
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役位、職責、経営能力、在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度、

従業員給与の水準等を総合的に勘案した各取締役の基本報酬の額の決定として

おります。当該決定に当たり、代表取締役社長は、営業部門を担当する取締役

については当社の連結業績及び各取締役が担当する部門の業績を、管理部門を

担当する取締役については当社の連結業績を、社外取締役については当社の経

営に対する監督及び助言を通じたコーポレートガバナンスの向上への貢献をそ

れぞれ考慮することとしております。当該考慮事項を考慮して取締役の個人別

の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うも

のと判断しております。

代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役

の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからです。

なお、代表取締役の権限の行使に関する適正性を担保するため、上記のとお

り、取締役の個人別の報酬額の決定について考慮すべき事項を定めております。

② 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支給人員（名) 報酬額（千円)

取 締 役 ７ 48,203

監 査 役 ３ 13,680

計 10 61,883

（注） 報酬額には、社外役員５名分25,868千円が含まれております。

③ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2005年６月29日開催の第15期定時株主総会において

年額１億3,000万円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与

は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち、社外取締

役は１名）です。

監査役の金銭報酬の額は、2005年６月29日開催の第15期定時株主総会において

年額3,500万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の

員数は３名です。

― 14 ―

2026年05月26日 17時32分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 重要な兼職の状況

社外取締役 泉 秀 昭 弁護士（大阪吉野いずみ法律事務所）

社外取締役 多 田 理
ワークスアイディ㈱顧問
㈱OSK日本歌劇団取締役

社外監査役 細 川 雄 介
税理士（細川雄介税理士事務所）
㈱OSK日本歌劇団監査役
㈱システムシンク監査役

社外監査役 岡 庄 吾

税理士・公認会計士
（岡庄吾公認会計士事務所・岡庄吾税理士事務所）
㈲アイブレイン代表取締役
エレコム㈱監査役

(注) 1.取締役多田理は、当社の子会社である株式会社OSK日本歌劇団の取締役を兼職しております。
2.監査役細川雄介は、当社の子会社である株式会社OSK日本歌劇団及び株式会社システムシンク
の監査役を兼職しております。

3.その他兼職している他の法人等と当社の間には、重要な取引その他の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 等

社外取締役

泉 秀 昭
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に出席し、主
に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

多 田 理
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に出席し、主
に企業経営に関する専門的見地から発言を行っておりま
す。

社外監査役

松 井 隆 佳
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に出席、監査
役会14回のうち14回に出席し、主に企業経営者としての
豊富な経験から発言を行っております。

細 川 雄 介
当事業年度開催の取締役会12回のうち11回に出席、監査
役会14回のうち13回に出席し、主に税理士としての豊富
な経験から発言を行っております。

岡 庄 吾
当事業年度開催の取締役会12回のうち11回に出席、監査
役会14回のうち14回に出席し、主に公認会計士および税
理士としての豊富な経験から発言を行っております。
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③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

氏 名 主 な 職 務 の 内 容

泉 秀 昭
弁護士としての豊富な経験と専門知識に基づき、当社のコンプライアンス上

の留意点等について、適切な助言を行っております。

多 田 理
企業経営に関する豊富な経験と専門知識に基づき、当社のガバナンス上の留

意点等について、適切な助言を行っております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

監査法人グラヴィタス

(2) 会計監査人の報酬等の額 (単位：千円)

区 分 報 酬 額

当社が支払うべき報酬等の額 18,500

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

18,500

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金
融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的に区分もで
きないことから、上記の金額はこれらの合計金額を記載しております。

2. 会計監査人の報酬等について当社監査役会が同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認したう
えで、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の
報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の

評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断さ

れるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提

出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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6. 会社の体制および方針

(1) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、株主のみなさまに対する利益還元を経営上重要な施策の一つ

として位置付けており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応

するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主のみなさま

への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。

しかしながら、当事業年度においては、配当原資が不足していることから、誠

に遺憾ながら無配とさせていただきます。

早期復配に向け尽力してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し

上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
注１．本事業報告中の表示数値未満の端数の取扱いは、金額および株式数については切り捨て、比率

その他の数値については四捨五入して表示しております。
注２．特に注記がない場合につきましては、本事業報告中の数値につきましては2026年３月末時点を

指しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 788,266 流 動 負 債 276,352

現 金 及 び 預 金 289,448 買 掛 金 90,121

電 子 記 録 債 権 7,449 未 払 法 人 税 等 13,784

売 掛 金 375,400 契 約 負 債 37,877

商 品 5,571 そ の 他 134,569

仕 掛 品 2,301 固 定 負 債 10,880

貯 蔵 品 4,876 退 職 給 付 に 係 る 負 債 4,529

未 収 入 金 57,295 繰 延 税 金 負 債 821

そ の 他 47,908 資 産 除 去 債 務 5,515

貸 倒 引 当 金 △1,986 そ の 他 12

固 定 資 産 259,044 負 債 合 計 287,232

（有 形 固 定 資 産） 64,364 （純 資 産 の 部）

建 物 28,507 株 主 資 本 760,078

機 械 装 置 12,245 資 本 金 1,310,965

そ の 他 23,612 資 本 剰 余 金 229,198

（無 形 固 定 資 産） 53,530 利 益 剰 余 金 △675,459

ソ フ ト ウ ェ ア 12,422 自 己 株 式 △104,625

そ の 他 41,107

（投 資 そ の 他 の 資 産） 141,149

投 資 有 価 証 券 15,832

長 期 貸 付 金 7,161

差 入 保 証 金 60,671

繰 延 税 金 資 産 7,195

そ の 他 50,289 純 資 産 合 計 760,078

資 産 合 計 1,047,311 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,047,311

(金額表示は、千円未満の端数は切り捨てて表示しております。)
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連 結 損 益 計 算 書
(2025年４月１日から2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 2,875,675

売 上 原 価 2,223,230

売 上 総 利 益 652,444

販売費及び一般管理費 934,626

営 業 損 失 282,182

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,084

業 務 受 託 収 入 1,200

保 険 解 約 益 13,291

そ の 他 1,647 17,223

営 業 外 費 用

支 払 利 息 106

貸 倒 損 失 619

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,986

そ の 他 897 3,609

経 常 損 失 268,568

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 124,378

減 損 損 失 62,000 186,378

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 454,947

法人税、住民税及び事業税 6,584

法 人 税 等 調 整 額 1,030 7,615

当 期 純 損 失 462,562

親会社株主に帰属する当期純損失 462,562

(金額表示は、千円未満の端数は切り捨てて表示しております。)
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貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 753,676 流 動 負 債 219,813

現 金 及 び 預 金 285,791 買 掛 金 93,874

電 子 記 録 債 権 7,449 未 払 金 40,719

売 掛 金 279,038 未 払 費 用 22,223

商 品 6,158 未 払 法 人 税 等 13,604

貯 蔵 品 962 契 約 負 債 12,354

前 払 費 用 20,329 預 り 金 17,227

関 係 会 社 短 期 貸 付 金 231,000 そ の 他 19,810

そ の 他 31,125 固 定 負 債 41

貸 倒 引 当 金 △108,178 退 職 給 付 引 当 金 41

固 定 資 産 271,456 負 債 合 計 219,855

( 有 形 固 定 資 産 ) 25,036 （純 資 産 の 部）

建 物 11,596 株 主 資 本 805,277

車 両 運 搬 具 2,164 資 本 金 1,310,965

器 具 備 品 11,275 資 本 剰 余 金 204,561

( 無 形 固 定 資 産 ) 6,825 資 本 準 備 金 3,811

ソ フ ト ウ ェ ア 5,651 そ の 他 資 本 剰 余 金 200,749

そ の 他 1,174 利 益 剰 余 金 △605,624

( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) 239,594 利 益 準 備 金 2,541

投 資 有 価 証 券 3,718 そ の 他 利 益 剰 余 金 △608,165

関 係 会 社 株 式 122,614 繰 越 利 益 剰 余 金 △608,165

出 資 金 52 自 己 株 式 △104,625

長 期 貸 付 金 3,518

差 入 保 証 金 60,567

そ の 他 49,123 純 資 産 合 計 805,277

資 産 合 計 1,025,133 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,025,133

(金額表示は、千円未満の端数は切り捨てて表示しております。)
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損 益 計 算 書
(2025年４月１日から2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 2,014,493

売 上 原 価 1,572,230

売 上 総 利 益 442,263

販売費及び一般管理費 613,832

営 業 損 失 171,569

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,885

受 取 配 当 金 243

業 務 受 託 収 入 1,200

保 険 解 約 益 13,291

そ の 他 1,312 18,931

営 業 外 費 用

支 払 利 息 103

支 払 保 証 料 599

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,986

貸 倒 損 失 619

そ の 他 163 3,472

経 常 損 失 156,109

特 別 損 失

減 損 損 失 62,000

投 資 有 価 証 券 評 価 損 116,493

関 係 会 社 株 式 評 価 損 7,885

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 106,192 292,571

税 引 前 当 期 純 損 失 448,681

法人税、住民税及び事業税 6,097

当 期 純 損 失 454,778

(金額表示は、千円未満の端数は切り捨てて表示しております。)
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

ネクストウェア株式会社
取締役会 御中

監 査 法 人 グ ラ ヴ ィ タ ス
京都府京都市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 圓 岡 徳 樹
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 尾 﨑 史 佳

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ネクストウェア株式会社の

2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、ネクストウェア株式会社及び連結子会社からなる
企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査に
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算
書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報
に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画
し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し
て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

ネクストウェア株式会社
取締役会 御中

監 査 法 人 グ ラ ヴ ィ タ ス
京都府京都市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 圓 岡 徳 樹
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 尾 﨑 史 佳

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ネクストウェア株式

会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第36期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な

虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計
算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第36期事業年度におけ
る取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の
上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務
の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施
いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備
されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附
属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(１)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示
しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大
な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人グラヴィタスの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(３)連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人グラヴィタスの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2026年５月25日

ネクストウェア株式会社 監査役会

常勤監査役 松 井 隆 佳 ㊞

監査役 細 川 雄 介 ㊞

監査役 岡 庄 吾 ㊞
（注）松井隆佳、細川雄介、岡庄吾は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役で

あります。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 取締役８名選任の件

本総会終結のときをもって取締役全員（６名）は任期満了となります。つきま

しては、新規事業への対応力を強化するため２名増員し、取締役８名の選任をお

願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日・性別)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１
豊
と よ だ

田 崇
た か よ し

克
(1963年10月12日生・男性)

1984年４月 日本エス・イー㈱入社

1,042,200株

1990年６月 関西日本エス・イー㈱（現ネクストウェア

㈱）移籍

1995年６月 当社取締役

1996年６月 当社常務取締役

1997年６月 当社代表取締役副社長

1998年４月 当社代表取締役社長（現任）

1999年６月 (一社)コンピューターソフトウェア協会

（現ソフトウェア協会）理事

2006年４月 ㈱システムシンク代表取締役社長（現任）

2012年６月 (一社)コンピューターソフトウェア協会

（現ソフトウェア協会）副会長（現任）

2018年９月 ㈱OSK日本歌劇団代表取締役

2020年６月 同社代表取締役社長（現任）

２
渡
わ た な べ

邉 博
ひ ろ か ず

和
(1972年11月27日生・男性)

1991年４月 日立造船㈱入社

54,800株

2005年９月 当社入社

2016年６月 当社執行役員経理財務副本部長

2019年６月 ㈱システムシンク取締役（現任）

2019年６月 当社取締役執行役員経理財務本部長

2020年６月 ㈱OSK日本歌劇団取締役（現任）

2024年４月 当社取締役執行役員管理本部長（現管理部

長、現任）

３
梶
か じ は ら

原 義
よ し ひ ろ

浩
(1971年３月３日生・男性)

1991年４月 鐘紡㈱入社

42,900株

1995年８月 当社入社

2020年６月 当社執行役員大阪営業本部長

2024年４月 当社ビジネスイノベーション本部長

2024年６月 当社取締役執行役員ビジネスイノベーショ

ン本部長（現ビジネスイノベーション部長、

現任）

2025年６月 ㈱システムシンク取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日・性別)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

４

【新任】

西
に し の

野 壽
ひさし

(1962年４月23日生・男性)

1983年４月 防衛庁入庁

0株

1990年８月 ロータス㈱入社

2000年10月 ブルーパンプキンソフトウェア㈱入社

2005年８月 アートソフト㈱入社

2018年９月 当社入社

2022年４月 当社東京営業本部長

2025年４月 当社ビジネスイノベーション本部長補佐

（現ビジネスイノベーション部長補佐、現

任）

５

【新任】

福
ふ く だ

田 幸
こ う い ち

一
(1964年１月15日生・男性)

1982年12月 富士通㈱入社

39,000株

2003年５月 日本ヒューレット・パッカード㈱入社

2009年４月 ㈱ディーエスディー入社

2011年５月 当社入社

2014年６月 当社執行役員東京営業本部長

2023年６月 ㈱システムシンク取締役（現任）

2024年４月 当社DX･AI推進本部長（現DX･AI推進部長、

現任）

６
山
や ま ぐ ち

口 能
よ し た か

孝
(1964年４月７日生・男性)

1990年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監

査法人）大阪事務所入所

24,500株

2000年８月 山口公認会計士事務所開設

2004年３月 税理士法人堂島会計事務所設立（現任）

2005年６月 当社社外取締役

2006年６月 当社取締役内部監査室長

2007年６月 当社取締役（現任）

2012年２月 ㈱OSK日本歌劇団代表取締役

2020年６月 ㈱OSK日本歌劇団取締役

７
泉
いずみ

秀
ひ で あ き

昭
(1959年８月21日生・男性)

1991年４月 弁護士登録

15,600株

1991年４月 巽貞男法律事務所入所

1999年４月 センチュリー法律事務所（現エル・アン

ド・ジェイ法律事務所）入所

2001年６月 当社社外監査役

2006年６月 当社社外取締役（現任）

2019年８月 大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所

代表（現任）

８
多
た だ

田 理
おさむ

(1945年４月14日生・男性)

1964年４月 日本電信電話公社入社（現NTT㈱）

14,000株

2000年４月 ㈱NTTデータ神戸支店長

2001年４月 ㈱NTTデータコミュニティプロデュース常務

関西支社長

2024年１月 ワークスアイディ㈱顧問（現任）

2024年６月 当社社外取締役（現任）

2025年６月 ㈱OSK日本歌劇団取締役（現任）
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(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 泉秀昭、多田理の両氏は、社外取締役候補者であり、当社は、両氏を東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
3. 社外取締役候補者の選任理由、責任限定契約については以下のとおりであります。
(1) 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割について

泉秀昭氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験などを当社の経営に活か
していただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同
氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結のときをもって20年間であります。また、
同氏は当社社外取締役就任前５年間において当社社外監査役でありました。
多田理氏につきましては、企業経営に関する専門的な知識・経験などを当社の経営に活
かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、
同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結のときをもって２年間であります。

(2) 社外取締役としての職務を遂行することができると判断する理由について
泉秀昭氏につきましては、社外取締役、社外監査役となること以外の方法で直接会社経
営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識および実務経験を有
することなどを総合的に勘案したところ、社外取締役としての職務を適切に遂行いただ
けるものと判断しております。
多田理氏につきましては、企業経営に関する専門的な知識・経験を有することなどを総
合的に勘案したところ、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し
ております。

(3) 社外取締役との責任限定契約について
当社は、泉秀昭、多田理の両氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、法令に定める
要件について該当する場合には、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結
しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であり
ます。両氏の再任が承認された場合、当社は、両氏との間で、上記責任限定契約を継続
する予定であります。

4. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
（Ｄ＆Ｏ保険）を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または
当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を補填することとしておりま
す。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険
契約は更新することを予定しております。
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第２号議案 会計監査人選任の件

当社の現会計監査人である監査法人グラヴィタスは、本総会終結のときをもっ

て任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするもの

であります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称 監査法人アイ・ピー・オー

事 務 所 大阪市北区梅田１－３－１－400 大阪駅前第１ビル

沿 革 1996年９月 設立

概 要

資本金 3,500千円
構成人数 社員 ７名

公認会計士 17名
その他 １名
合計 25名

（2026年３月31日現在）
(注) 監査役会が監査法人アイ・ピー・オーを会計監査人の候補とした理由は、当社の事業規模に適

した監査対応、監査費用の相当性等および独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、
当社の現状に即した会計監査人として適任であると判断したためであります。

以 上
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地球環境に配慮した植物油インキ
を使用しています

株主総会会場ご案内図
大阪市中央区本町橋２番31号

シティプラザ大阪

２階「燦の
さん

間」

■交通のご案内
地下鉄堺筋線・中央線 堺筋本町駅 １号、12号出口より徒歩約６分
地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目駅 ４号出口より徒歩約７分
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